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一般財団法人 大蔵財務協会

編集部 �０３（３８２９）４１４４

販売部 　０３（３８２９）４１４３

☆８４０５４７４

　国税庁は５月�日、令和５年分所得税等および個人事業者の消費税の確定申告状

況を公表した。５年分は、インボイス制度が導入されて初めての確定申告となる。

個人事業者の消費税の申告件数は、免税事業者から新たに課税事業者に転換したこ

とにより前年分から�万７０００件増え、前年比８６．９％増の１９７万２０００件と大幅に増加

した。申告納税額も、同９．１％増の６８５０億円と増加した。また、免税事業者からイ

ンボイス発行事業者になった者は１０４万８０００人となっている。

主 な 記 事

暗号資産取引に分離課税導入を提言 ２面

省エネ基準適合の義務付けと住宅税制 ３面

６年度改正のＳＯ税制に経過措置 ３面

改正旅費法が成立、７年４月に施行 ４面

　

５

年

中

に

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

に

な

っ

た

１

９

７

万

６

０

０

０

人

の

う

ち

期

限

内

の

申

告

者

数

は

、

約

９

割

に

当

た

る

１

７

４

万

４

０

０

０

人

だ

っ

た

。

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

者

の

中

に

は

、

５

年

中

に

申

告

す

べ

き

取

引

等

が

な

く

、

消

費

税

の

申

告

義

務

が

な

い

者

も

含

ま

れ

て

お

り

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

う

ち

、

消

費

税

の

申

告

義

務

が

基

本

的

に

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

者

の

申

告

状

況

を

見

て

み

る

と

、

そ

の

約

�

％

が

期

限

内

申

告

を

行

っ

て

い

る

。

例

年

の

約

�

～

�

％

申

告

状

況

と

比

べ

る

と

、

高

い

割

合

だ

。

　

こ

れ

に

つ

い

て

同

庁

は

、

「

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

の

周

知

広

報

の

各

種

取

組

み

が

結

果

に

つ

な

が

っ

た

」

と

話

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

免

税

事

業

者

か

ら

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

に

な

っ

た

者

は

１

０

４

万

８

０

０

０

人

で

、

こ

の

う

ち

期

限

内

の

申

告

者

数

は

�

万

５

０

０

０

人

だ

っ

た

。

　

同

庁

は

、

課

税

事

業

者

で

申

告

書

の

提

出

が

な

い

人

に

つ

い

て

は

、

お

尋

ね

文

書

を

送

付

し

申

告

義

務

が

あ

る

か

確

認

し

た

上

で

、

提

出

が

必

要

で

あ

れ

ば

、

行

政

指

導

と

し

て

期

限

後

申

告

を

勧

奨

し

て

い

く

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

免

税

事

業

者

か

ら

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

に

な

っ

た

者

の

う

ち

、

２

割

特

例

を

適

用

し

た

申

告

者

数

は

�

・

９

％

の

�

万

４

０

０

０

人

だ

っ

た

。

第

一

種

事

業

（

卸

売

業

）

の

場

合

は

、

２

割

特

例

と

比

較

す

る

と

簡

易

課

税

の

方

が

税

負

担

が

少

な

い

こ

と

か

ら

、

簡

易

課

税

を

適

用

し

た

方

が

有

利

に

な

る

。

　

次

に

、

５

年

分

の

所

得

税

及

び

復

興

特

別

所

得

税

の

確

定

申

告

書

を

提

出

し

た

人

を

見

て

み

る

と

、

前

年

比

１

・

３

％

増

の

２

３

２

４

万

３

０

０

０

人

と

増

加

し

た

。

そ

の

う

ち

申

告

納

税

額

の

あ

る

も

の

は

、

同

２

・

３

％

増

の

６

６

８

万

７

０

０

０

人

、

そ

の

所

得

金

額

は

同

７

・

０

％

増

の

�

兆

５

５

７

４

億

円

、

申

告

納

税

額

は

同

�

・

０

％

増

の

４

兆

４

９

９

億

円

と

い

ず

れ

も

増

加

し

た

。

　

土

地

等

の

譲

渡

所

得

の

申

告

状

況

は

、

地

価

が

全

国

ベ

ー

ス

で

上

昇

し

た

こ

と

か

ら

、

所

得

金

額

が

あ

る

人

は

同

０

・

８

％

増

の

�

万

５

０

０

０

人

と

平

成

�

年

以

降

で

最

高

額

だ

っ

た

前

年

を

更

新

し

、

所

得

金

額

も

同

�

・

８

％

増

の

６

兆

８

２

３

億

円

と

�

年

以

降

で

最

高

額

だ

っ

た

。

　

株

式

等

の

譲

渡

所

得

の

申

告

状

況

は

、

４

年

末

と

比

べ

て

５

年

末

の

日

経

平

均

株

価

�

％

上

昇

し

た

こ

と

か

ら

、

所

得

金

額

が

あ

る

人

は

同

�

・

６

％

増

の

�

万

８

０

０

０

人

で

、

そ

の

所

得

金

額

は

平

成

�

年

以

降

過

去

最

高

の

同

�

・

４

％

増

の

５

兆

６

６

４

１

億

円

と

大

き

く

増

加

し

た

。

　

国

税

庁

は

、

令

和

５

年

分

の

所

得

税

等

確

定

申

告

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

用

状

況

な

ど

を

ま

と

め

た

。

　

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

り

所

得

税

等

の

確

定

申

告

書

を

提

出

し

た

人

は

、

前

年

分

よ

り

１

０

９

万

８

０

０

０

人

多

い

前

年

比

７

・

３

％

増

の

１

６

０

４

万

６

０

０

０

人

で

、

全

体

の

約

７

割

が

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

を

し

た

。

　

確

定

申

告

会

場

へ

の

来

場

や

税

理

士

へ

の

依

頼

を

せ

ず

に

、

自

宅

か

ら

納

税

者

自

身

が

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

や

各

種

会

計

ソ

フ

ト

を

利

用

し

て

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

所

得

税

等

の

申

告

書

を

提

出

し

た

人

は

、

同

�

・

７

％

増

の

６

９

０

万

５

０

０

０

人

に

上

り

、

�

万

６

０

０

０

人

増

加

。

　

自

宅

か

ら

ス

マ

ホ

を

使

っ

て

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

し

た

人

は

、

同

�

・

０

％

増

の

３

１

６

万

２

０

０

０

人

で

、

前

年

よ

り

�

万

２

０

０

０

人

増

加

、

自

宅

か

ら

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

申

告

し

た

人

の

う

ち

約

半

数

が

ス

マ

ホ

を

利

用

し

て

い

る

。

な

お

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

て

ス

マ

ホ

か

ら

申

告

し

た

人

は

、

同

�

・

５

％

増

の

２

４

４

万

７

０

０

０

人

だ

っ

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

で

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

経

由

で

控

除

証

明

書

等

の

必

要

書

類

の

デ

ー

タ

を

一

括

取

得

し

た

人

は

、

同

�

・

０

％

増

の

１

９

０

万

９

０

０

０

人

で

、

前

年

分

か

ら

�

万

２

０

０

０

人

増

加

し

た

。

こ

の

う

ち

約

�

％

が

医

療

費

通

知

情

報

と

連

携

し

た

も

の

で

、

そ

の

利

用

者

は

同

�

・

２

％

増

の

１

６

２

万

人

だ

っ

た

。

ま

た

、

５

年

分

以

後

は

、

「

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

」

が

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

の

対

象

と

な

っ

た

が

、

そ

の

利

用

者

は

６

万

人

と

な

っ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

、

令

和

５

年

分

の

贈

与

税

の

確

定

申

告

状

況

を

公

表

し

た

。

　

４

年

分

の

贈

与

税

の

申

告

書

の

提

出

人

員

は

前

年

比

２

・

６

％

増

の

�

万

人

で

、

申

告

納

税

額

は

同

�

・

９

％

増

の

３

５

４

８

億

円

と

、

贈

与

税

の

基

礎

控

除

額

が

現

行

水

準

に

引

き

上

げ

ら

れ

た

平

成

�

年

以

降

で

最

高

額

だ

っ

た

。

　

暦

年

課

税

を

適

用

し

た

申

告

人

員

は

同

１

・

５

％

増

の

�

万

１

０

０

０

人

で

、

そ

の

申

告

納

税

額

は

�

・

９

％

増

の

２

９

８

５

億

円

と

、

前

年

分

よ

り

い

ず

れ

も

増

加

し

た

。

　

相

続

時

精

算

課

税

を

適

用

し

た

申

告

人

員

は

、

同

�

・

３

％

増

の

４

万

９

０

０

０

人

で

、

そ

の

申

告

納

税

額

は

同

�

・

９

％

増

の

５

６

３

億

円

と

、

前

年

分

よ

り

い

ず

れ

も

増

加

し

た

。

　

ま

た

、

住

宅

取

得

等

資

金

の

非

課

税

の

申

告

状

況

を

み

る

と

、

申

告

人

員

は

同

�

・

５

％

増

の

６

万

２

０

０

０

人

、

住

宅

取

得

等

資

金

の

金

額

は

同

�

・

７

％

増

の

４

７

８

６

億

円

、

非

課

税

の

適

用

を

受

け

た

金

額

は

同

�

・

１

％

増

の

４

４

８

２

億

円

と

増

加

し

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
６ ６ ３
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テ

レ

ビ

や

一

般

紙

な

ど

で

定

額

減

税

が

取

り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

が

増

え

て

い

る

。

制

度

の

開

始

と

い

う

時

期

に

よ

る

と

こ

ろ

が

大

き

い

が

、

そ

の

論

調

は

、

減

税

の

メ

リ

ッ

ト

な

ど

か

ら

、

企

業

の

事

務

負

担

が

増

加

す

る

こ

と

な

ど

、

批

判

的

な

内

容

に

変

わ

っ

て

き

て

い

る

気

が

す

る

★

ま

た

、

来

年

以

降

も

定

額

減

税

を

実

施

す

る

か

否

か

に

関

す

る

報

道

も

さ

れ

て

お

り

、

鈴

木

財

務

相

は

会

見

で

、

「

定

額

減

税

を

複

数

年

度

に

わ

た

っ

て

実

施

す

る

こ

と

は

考

え

て

い

な

い

」

と

述

べ

て

い

る

★

定

額

減

税

は

平

成

�

年

度

に

も

実

施

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

と

き

は

、

ア

ジ

ア

通

貨

危

機

の

発

生

に

よ

り

金

融

機

関

の

経

営

破

綻

が

相

次

い

だ

こ

と

な

ど

に

よ

る

景

気

後

退

へ

の

対

応

と

し

て

行

わ

れ

、

翌

年

以

降

も

減

税

が

実

施

さ

れ

た

が

、

減

税

が

手

厚

く

な

る

層

を

変

え

る

た

め

、

そ

の

方

式

が

定

額

減

税

か

ら

定

率

減

税

に

変

更

さ

れ

て

い

る

。

今

回

は

継

続

や

変

更

が

あ

る

の

だ

ろ

う

か

。

（

Ｔ

）

　

自

民

党

の

デ

ジ

タ

ル

社

会

推

進

本

部

（

本

部

長

＝

平

井

卓

也

元

デ

ジ

タ

ル

相

）

は

５

月

�

日

、

「

デ

ジ

タ

ル

・

ニ

ッ

ポ

ン

２

０

２

４

」

と

題

し

た

提

言

を

取

り

ま

と

め

、

岸

田

文

雄

首

相

に

申

し

入

れ

を

行

っ

た

。

今

後

の

デ

ジ

タ

ル

政

策

の

国

家

戦

略

に

つ

い

て

、

さ

ま

ざ

ま

な

要

望

を

行

っ

て

い

る

。

こ

の

う

ち

、

税

制

に

関

し

て

は

、

同

本

部

の

ｗ

ｅ

ｂ

３

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

チ

ー

ム

に

よ

る

個

人

が

保

有

す

る

暗

号

資

産

に

対

す

る

所

得

課

税

の

見

直

し

や

暗

号

資

産

に

よ

る

寄

附

の

課

税

上

の

取

扱

い

の

明

確

化

お

よ

び

見

直

し

を

求

め

る

提

言

が

示

さ

れ

て

い

る

。

政

府

が

６

月

に

も

取

り

ま

と

め

る

骨

太

の

方

針

へ

の

反

映

を

目

指

す

。

　

提

言

で

は

、

暗

号

資

産

に

つ

い

て

、

法

人

税

の

期

末

時

価

評

価

課

税

の

問

題

は

令

和

５

年

度

税

制

改

正

と

６

年

度

税

制

改

正

で

「

一

定

の

解

決

が

得

ら

れ

た

」

と

す

る

一

方

で

、

個

人

が

保

有

す

る

暗

号

資

産

に

対

す

る

所

得

課

税

の

問

題

に

は

進

展

が

見

ら

れ

ず

、

引

き

続

き

検

討

が

必

要

な

状

況

に

あ

る

と

し

た

。

　

日

本

で

暗

号

資

産

取

引

か

ら

生

じ

る

個

人

の

所

得

は

雑

所

得

に

該

当

し

、

総

合

課

税

が

適

用

さ

れ

、

最

高

で

�

％

（

所

得

税

＋

住

民

税

）

の

税

率

が

課

さ

れ

る

。

こ

の

点

に

関

連

し

て

、

現

在

、

暗

号

資

産

の

現

物

を

原

資

産

と

し

た

Ｅ

Ｔ

Ｆ

が

海

外

で

導

入

さ

れ

て

お

り

、

仮

に

当

該

Ｅ

Ｔ

Ｆ

が

国

内

で

流

通

し

た

り

、

国

内

で

も

暗

号

資

産

を

原

資

産

と

し

た

Ｅ

Ｔ

Ｆ

が

組

成

さ

れ

た

り

し

た

場

合

、

こ

れ

ら

の

取

引

か

ら

生

じ

た

所

得

が

分

離

課

税

の

対

象

と

さ

れ

る

の

で

あ

れ

ば

、

暗

号

資

産

の

現

物

取

引

が

総

合

課

税

と

さ

れ

る

こ

と

と

税

制

上

不

均

衡

が

生

じ

る

こ

と

に

な

る

と

言

及

。

　

こ

う

し

た

こ

と

か

ら

、

個

人

が

保

有

す

る

暗

号

資

産

に

対

す

る

課

税

は

、

①

暗

号

資

産

の

取

引

に

よ

り

生

じ

た

損

益

に

つ

い

て

、

�

％

の

税

率

に

よ

る

申

告

分

離

課

税

の

対

象

と

す

る

こ

と

、

②

暗

号

資

産

に

係

る

損

失

の

所

得

金

額

の

繰

越

控

除

（

翌

年

以

降

３

年

間

）

を

認

め

る

こ

と

、

③

暗

号

資

産

デ

リ

バ

テ

ィ

ブ

取

引

も

、

同

様

に

申

告

分

離

課

税

の

対

象

に

す

る

こ

と

が

検

討

さ

れ

る

べ

き

と

し

た

。

加

え

て

、

暗

号

資

産

取

引

に

関

す

る

損

益

は

、

暗

号

資

産

同

士

を

交

換

し

た

タ

イ

ミ

ン

グ

で

は

課

税

せ

ず

、

保

有

す

る

暗

号

資

産

を

法

定

通

貨

に

交

換

し

た

時

点

で

ま

と

め

て

課

税

対

象

と

す

る

こ

と

が

検

討

さ

れ

る

べ

き

と

し

た

。

　

ま

た

、

日

本

の

税

制

上

、

暗

号

資

産

に

よ

る

寄

附

が

特

定

寄

附

金

に

該

当

す

る

か

が

明

確

に

さ

れ

て

い

な

い

た

め

、

暗

号

資

産

に

よ

る

寄

附

を

阻

害

す

る

要

因

に

な

っ

て

い

る

と

指

摘

。

暗

号

資

産

に

よ

っ

て

寄

附

が

行

わ

れ

た

場

合

、

個

人

が

行

っ

た

場

合

に

は

所

得

税

上

の

寄

附

金

控

除

の

適

用

対

象

に

な

り

得

る

こ

と

、

法

人

が

寄

附

を

行

っ

た

場

合

に

は

、

特

別

損

金

算

入

限

度

額

に

基

づ

く

損

金

算

入

の

対

象

に

な

る

得

る

こ

と

を

通

達

や

タ

ッ

ク

ス

ア

ン

サ

ー

等

に

よ

り

公

表

す

る

こ

と

で

明

確

化

す

べ

き

な

ど

と

し

た

。

　

国

税

庁

は

５

月

�

、

�

日

の

両

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

徴

収

部

長

会

議

を

開

催

し

た

。

　

管

理

運

営

部

門

関

係

で

は

、

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

推

進

」

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

同

庁

で

は

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

に

つ

い

て

、

納

税

者

の

利

便

性

の

向

上

や

現

金

管

理

に

伴

う

社

会

全

体

の

コ

ス

ト

削

減

な

ど

の

観

点

か

ら

、

普

及

を

図

る

べ

く

取

り

組

ん

で

い

る

。

　

特

に

、

金

融

機

関

の

窓

口

利

用

者

が

現

金

納

付

の

大

半

を

占

め

て

い

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

金

融

機

関

、

関

係

民

間

団

体

や

地

方

公

共

団

体

と

も

連

携

し

、

毎

月

納

付

す

る

企

業

が

多

い

源

泉

所

得

税

（

自

主

納

付

分

）

に

つ

い

て

、

窓

口

で

納

付

し

て

い

る

納

税

者

に

対

す

る

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

勧

奨

な

ど

に

尽

力

し

て

い

く

こ

と

と

し

て

お

り

、

同

庁

か

ら

こ

う

し

た

方

針

に

つ

い

て

説

明

が

あ

っ

た

。

　

同

庁

で

は

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

の

目

標

値

を

７

年

度

ま

で

に

４

割

と

設

定

、

将

来

的

に

は

申

告

手

続

の

オ

ン

ラ

イ

ン

利

用

率

と

同

程

度

の

割

合

を

目

指

し

て

い

る

。

な

お

、

５

年

度

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

割

合

は

、

�

・

０

％

（

速

報

値

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

ま

た

、

「

今

後

の

納

付

手

段

の

方

向

性

」

に

つ

い

て

各

局

と

意

見

を

交

換

。

さ

ま

ざ

ま

な

国

税

の

納

付

手

段

が

あ

る

中

で

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

・

非

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

に

か

か

わ

ら

ず

、

改

善

や

見

直

し

な

ど

を

図

る

こ

と

も

重

要

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

現

行

の

納

付

手

段

に

係

る

改

善

策

や

将

来

的

な

展

望

な

ど

に

つ

い

て

議

論

し

た

。

　

同

庁

は

、

納

付

手

段

の

中

で

も

滞

納

の

未

然

防

止

に

も

つ

な

が

る

ダ

イ

レ

ク

ト

納

付

（

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

に

よ

る

口

座

振

替

）

や

、

金

融

機

関

を

通

じ

て

利

用

勧

奨

し

や

す

い

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

バ

ン

キ

ン

グ

の

利

用

推

進

に

取

り

組

ん

で

い

く

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

他

方

、

徴

収

部

門

関

係

で

は

、

５

事

務

年

度

の

租

税

滞

納

状

況

に

関

し

て

、

同

庁

に

お

け

る

各

局

の

分

析

・

評

価

に

つ

い

て

説

明

し

、

６

事

務

年

度

の

徴

収

事

務

運

営

方

針

案

を

示

し

た

。

　

方

針

案

の

主

な

論

点

と

し

て

、

①

新

規

・

繰

越

事

案

の

優

先

処

理

を

継

続

、

②

各

局

の

コ

ー

ル

セ

ン

タ

ー

で

督

促

状

の

送

付

前

に

納

付

指

導

を

行

う

な

ど

滞

納

の

未

然

防

止

・

早

期

徴

収

に

さ

ら

に

注

力

、

③

前

年

度

の

滞

納

残

高

を

下

回

る

よ

う

着

実

に

圧

縮

、

④

原

告

訴

訟

や

滞

納

処

分

免

脱

罪

に

よ

る

告

発

な

ど

法

的

枠

組

み

や

税

務

行

政

執

行

共

助

条

約

を

活

用

し

た

質

的

整

理

に

よ

る

大

口

・

悪

質

事

案

の

処

理

促

進

を

踏

ま

え

た

、

よ

り

効

果

的

・

効

率

的

な

徴

収

事

務

運

営

に

取

り

組

ん

で

い

く

た

め

の

方

針

に

つ

い

て

、

各

局

と

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

「

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

を

取

り

消

す

場

合

な

ど

に

提

出

す

べ

き

書

類

」

を

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

上

で

公

表

し

た

。

　

そ

の

中

で

例

え

ば

、

個

人

事

業

者

が

死

亡

や

事

業

廃

止

と

関

係

な

く

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

を

取

り

消

す

場

合

に

は

、

「

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

の

取

消

し

を

求

め

る

旨

の

届

出

書

」

を

提

出

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

そ

し

て

、

事

業

者

が

死

亡

し

た

場

合

に

は

、

同

届

出

書

を

提

出

す

る

必

要

は

な

い

が

、

①

被

相

続

人

が

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

場

合

に

は

、

「

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

死

亡

届

出

書

」

な

ど

を

、

②

被

相

続

人

が

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

で

な

い

場

合

に

は

、

「

個

人

事

業

者

の

死

亡

届

出

書

」

な

ど

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

法

人

の

場

合

で

、

清

算

結

了

や

合

併

消

滅

と

関

係

な

く

、

イ

ン

ボ

イ

ス

発

行

事

業

者

の

登

録

を

取

り

消

す

場

合

に

は

、

個

人

事

業

者

と

同

様

、

「

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

の

登

録

の

取

消

し

を

求

め

る

旨

の

届

出

書

」

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

が

、

①

清

算

結

了

し

た

場

合

に

は

、

「

事

業

廃

止

届

出

書

」

な

ど

を

、

②

合

併

に

よ

り

法

人

が

消

滅

し

た

場

合

に

は

、

「

合

併

に

よ

る

法

人

の

消

滅

届

出

書

」

な

ど

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



新築建築物の省エネ基準適合率等（令和４年度）

適合率 義務化等

省エネ基準

（住宅）

��％

令和７年４月からすべて

の新築住宅・非住宅に省

エネ基準適合が義務付け

ＺＥＨ水準

（住宅）

��％

令和�年度以降に新築さ

れる住宅はＺＥＨ水準の

省エネ性能が確保される

ことを目指す（エネルギ

ー基本計画等）

太陽光発電設備

（戸建住宅）

��％

（設置率）

―

※国交省の「新築建築物の環境性能に関するデータ」

などをもとに作成

　

令

和

７

年

４

月

か

ら

す

べ

て

の

新

築

住

宅

等

に

「

省

エ

ネ

基

準

」

の

適

合

が

義

務

付

け

ら

れ

る

。

住

宅

関

係

税

制

で

は

、

そ

れ

に

先

行

す

る

形

で

、

上

乗

せ

措

置

等

の

要

件

と

な

る

省

エ

ネ

性

能

が

見

直

さ

れ

て

い

る

。

住

宅

取

得

等

資

金

に

係

る

贈

与

税

の

非

課

税

で

は

、

６

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

上

乗

せ

措

置

の

要

件

と

な

る

省

エ

ネ

性

能

が

、

省

エ

ネ

基

準

か

ら

「

Ｚ

Ｅ

Ｈ

（

ゼ

ッ

チ

）

水

準

」

に

引

き

上

げ

ら

れ

て

い

る

。

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

で

は

、

新

築

住

宅

等

に

つ

い

て

省

エ

ネ

基

準

が

要

件

化

さ

れ

て

お

り

、

６

年

以

降

の

入

居

で

、

省

エ

ネ

基

準

に

適

合

し

て

い

な

け

れ

ば

、

原

則

、

控

除

自

体

が

受

け

ら

れ

な

く

な

る

。

国

土

交

通

省

が

今

年

３

月

に

更

新

し

た

デ

ー

タ

に

よ

る

と

、

４

年

度

の

新

築

住

宅

に

お

け

る

省

エ

ネ

基

準

適

合

率

は

�

・

３

％

、

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

適

合

率

は

�

・

６

％

と

な

っ

て

い

る

（

表

参

照

）

。

　

経

済

産

業

省

は

こ

の

ほ

ど

、

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

税

制

に

関

す

る

ペ

ー

ジ

に

お

い

て

、

令

和

６

年

度

税

制

改

正

の

内

容

を

掲

載

し

た

。

年

間

権

利

行

使

価

額

の

限

度

額

の

引

上

げ

や

発

行

会

社

自

身

に

よ

る

株

式

管

理

ス

キ

ー

ム

の

新

設

の

ほ

か

、

経

過

措

置

に

つ

い

て

説

明

し

て

い

る

。

同

税

制

に

お

け

る

６

年

度

改

正

の

施

行

日

は

６

年

４

月

１

日

だ

が

、

同

日

前

に

締

結

さ

れ

た

契

約

で

も

、

改

正

後

の

税

制

を

適

用

で

き

る

経

過

措

置

が

設

け

ら

れ

て

お

り

、

６

年

４

月

１

日

か

ら

�

月

�

日

ま

で

に

契

約

を

変

更

す

る

こ

と

が

必

要

と

な

っ

て

い

る

。

　

６

年

度

改

正

で

は

、

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

の

人

材

獲

得

力

向

上

の

た

め

、

一

定

の

株

式

会

社

が

付

与

す

る

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

に

つ

い

て

年

間

の

権

利

行

使

価

額

の

限

度

額

が

最

大

で

３

６

０

０

万

円

に

引

き

上

げ

ら

れ

、

ま

た

、

譲

渡

制

限

株

式

に

つ

い

て

、

発

行

会

社

に

よ

る

株

式

の

管

理

が

さ

れ

る

場

合

に

は

、

証

券

会

社

等

に

よ

る

株

式

の

保

管

委

託

に

代

え

て

発

行

会

社

に

よ

る

株

式

の

管

理

も

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

　

同

税

制

の

６

年

度

改

正

の

施

行

日

は

６

年

４

月

１

で

、

改

正

後

税

制

は

６

年

分

以

後

の

所

得

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

５

年

分

以

前

の

所

得

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

と

し

て

い

る

。

　

た

だ

し

、

６

年

３

月

�

日

以

前

に

締

結

さ

れ

た

契

約

に

つ

い

て

、

６

年

４

月

１

日

か

ら

同

年

�

月

�

日

ま

で

の

間

に

、

①

年

間

の

権

利

行

使

価

額

の

限

度

額

、

②

発

行

会

社

自

身

に

よ

る

株

式

管

理

ス

キ

ー

ム

に

関

す

る

契

約

の

変

更

を

し

、

改

正

後

税

制

に

規

定

す

る

そ

れ

ぞ

れ

の

要

件

を

定

め

た

場

合

に

は

、

改

正

後

税

制

の

要

件

が

定

め

ら

れ

て

い

る

契

約

と

み

な

さ

れ

、

改

正

後

税

制

が

適

用

さ

れ

る

と

し

て

い

る

。

　

６

年

度

改

正

で

は

、

そ

の

他

に

、

社

外

高

度

人

材

に

対

す

る

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

税

制

に

お

い

て

、

認

定

対

象

企

業

・

社

外

高

度

人

材

の

範

囲

の

拡

充

な

ど

が

行

わ

れ

て

い

る

。

　

国

税

庁

の

相

続

税

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

特

設

サ

イ

ト

に

は

、

令

和

６

年

１

月

以

降

相

続

開

始

分

か

ら

相

続

税

申

告

書

第

�

表

（

相

続

税

が

か

か

る

財

産

の

明

細

書

）

の

様

式

を

改

訂

す

る

こ

と

を

お

知

ら

せ

す

る

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

（

５

月

�

日

号

４

面

参

照

）

。

　

改

訂

前

の

相

続

税

申

告

書

第

�

表

は

、

不

動

産

や

預

貯

金

、

有

価

証

券

な

ど

の

全

て

の

財

産

で

同

じ

様

式

を

使

用

し

て

い

る

が

、

６

年

１

月

以

降

相

続

開

始

分

の

相

続

税

申

告

書

か

ら

、

各

財

産

の

種

類

別

に

所

在

場

所

や

数

量

等

の

記

載

方

法

を

明

確

化

し

、

申

告

書

作

成

に

当

た

っ

て

の

利

便

性

の

向

上

を

図

る

こ

と

を

目

的

と

し

て

、

第

�

表

の

様

式

を

分

割

す

る

と

し

て

い

る

。

　

具

体

的

に

は

、

第

�

表

の

付

表

１

（

土

地

・

家

屋

等

用

）

、

付

表

２

（

有

価

証

券

用

）

、

付

表

３

（

現

金

・

預

貯

金

等

用

）

、

付

表

４

（

そ

の

他

の

財

産

用

）

の

４

種

類

の

様

式

に

分

割

し

、

第

�

表

（

合

計

表

）

を

追

加

す

る

。

　

合

計

表

で

は

、

遺

産

の

分

割

状

況

や

分

割

年

月

日

、

相

続

財

産

を

取

得

し

た

人

の

氏

名

の

一

覧

の

ほ

か

、

相

続

財

産

を

取

得

し

た

人

ご

と

に

、

取

得

し

た

財

産

の

価

額

の

合

計

額

を

記

載

す

る

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

シ

ス

テ

ム

リ

リ

ー

ス

（

第

�

表

の

改

訂

対

応

）

は

、

６

年

９

月

を

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

　

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

で

は

、

４

年

度

改

正

に

よ

り

、

新

築

住

宅

等

に

お

け

る

借

入

限

度

額

の

上

乗

せ

措

置

に

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

省

エ

ネ

住

宅

と

省

エ

ネ

基

準

適

合

住

宅

が

加

え

ら

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

６

年

以

降

に

建

築

確

認

を

受

け

る

新

築

住

宅

等

は

、

省

エ

ネ

基

準

が

要

件

化

さ

れ

て

い

る

。

省

エ

ネ

基

準

適

合

住

宅

等

に

該

当

し

な

い

住

宅

で

、

６

年

１

月

１

日

以

降

に

入

居

す

る

場

合

、

新

築

の

建

築

確

認

を

受

け

る

の

が

６

年

以

降

、

か

つ

、

６

年

７

月

１

日

以

降

に

建

築

さ

れ

た

住

宅

で

あ

る

場

合

は

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

対

象

外

と

な

る

。

た

だ

し

、

５

年

末

ま

で

に

新

築

の

建

築

確

認

を

受

け

て

い

る

住

宅

ま

た

は

６

年

６

月

�

日

以

前

に

建

築

さ

れ

た

住

宅

の

場

合

は

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

（

借

入

限

度

額

２

０

０

０

万

円

）

。

　

省

エ

ネ

基

準

適

合

住

宅

は

、

日

本

住

宅

性

能

表

示

基

準

に

お

け

る

、

断

熱

等

性

能

等

級

４

以

上

か

つ

一

次

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

量

等

級

４

以

上

の

性

能

を

有

す

る

も

の

、

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

省

エ

ネ

住

宅

は

、

断

熱

等

性

能

等

級

５

以

上

か

つ

一

次

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

量

等

級

６

以

上

の

性

能

を

有

す

る

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

　

住

宅

取

得

等

資

金

に

係

る

贈

与

税

の

非

課

税

は

、

６

年

１

月

１

日

か

ら

８

年

�

月

�

日

ま

で

の

間

に

、

自

己

の

居

住

の

用

に

供

す

る

住

宅

用

の

家

屋

の

新

築

等

の

対

価

に

充

て

る

た

め

、

父

母

や

祖

父

母

な

ど

直

系

尊

属

か

ら

の

贈

与

に

よ

り

、

住

宅

取

得

等

資

金

を

取

得

し

た

場

合

、

そ

の

住

宅

用

家

屋

が

「

省

エ

ネ

等

住

宅

」

に

該

当

す

る

場

合

は

１

０

０

０

万

円

、

一

般

住

宅

は

５

０

０

万

円

ま

で

の

贈

与

が

非

課

税

と

な

る

。

　

新

築

住

宅

等

に

お

け

る

省

エ

ネ

等

住

宅

の

省

エ

ネ

等

基

準

は

、

①

省

エ

ネ

性

能

、

②

耐

震

性

能

、

③

バ

リ

ア

フ

リ

ー

性

能

の

い

ず

れ

か

を

満

た

す

こ

と

と

な

っ

て

お

り

、

６

年

度

改

正

に

よ

り

①

の

要

件

が

、

住

宅

ロ

ー

ン

控

除

の

Ｚ

Ｅ

Ｈ

水

準

省

エ

ネ

住

宅

と

同

様

と

な

る

、

断

熱

等

性

能

等

級

５

以

上

か

つ

一

次

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

量

等

級

６

以

上

と

な

っ

て

い

る

。

　

た

だ

し

、

５

年

�

月

�

日

ま

で

に

建

築

確

認

を

受

け

た

住

宅

用

の

家

屋

ま

た

は

６

年

６

月

�

日

ま

で

に

建

築

さ

れ

た

住

宅

用

の

家

屋

で

、

断

熱

等

性

能

等

級

４

以

上

ま

た

は

一

次

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

量

等

級

４

以

上

の

い

ず

れ

か

に

適

合

す

る

場

合

は

、

省

エ

ネ

等

住

宅

に

該

当

す

る

も

の

と

み

な

さ

れ

る

。

　

国

税

庁

は

５

月

�

日

、

「

住

宅

取

得

等

資

金

の

贈

与

を

受

け

た

場

合

の

贈

与

税

の

非

課

税

」

等

の

あ

ら

ま

し

を

公

表

し

た

。

①

住

宅

取

得

等

資

金

の

贈

与

を

受

け

た

場

合

の

贈

与

税

の

非

課

税

、

②

住

宅

取

得

等

資

金

の

贈

与

を

受

け

た

場

合

の

相

続

時

精

算

課

税

選

択

の

特

例

、

③

災

害

等

に

関

す

る

税

制

上

の

措

置

の

概

要

を

解

説

し

て

い

る

。

　

①

は

、

令

和

６

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

適

用

期

限

が

８

年

�

月

�

日

ま

で

３

年

延

長

さ

れ

、

非

課

税

限

度

額

が

上

乗

せ

さ

れ

る

省

エ

ネ

等

住

宅

の

要

件

が

見

直

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

同

あ

ら

ま

し

で

は

、

６

年

分

の

贈

与

税

の

申

告

か

ら

ス

マ

ホ

申

告

が

可

能

に

な

る

と

し

て

お

り

、

７

年

１

月

上

旬

に

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

に

お

い

て

公

開

予

定

と

し

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　全国納税貯蓄組合連合会と国税庁はこのほど、令

和６年度の中学生の「税についての作文」（後援＝

一般財団法人大蔵財務協会など）の募集を開始した。

募集要項によると、テーマは「税に関すること」で、

内容が税に関するものであれば何でも構わない。例

えば、税の仕組みや使われ方について家庭などで見

聞きしたこと、税の申告や納付に関して思ったこと、

学校などで税について学んだときに感じたことなど

を書く。応募作品は本人が創作したもので、未発表

のものに限る。

　文字数は題名も含めて１２００字（４００字詰め原稿用

紙３枚）以内。作文のはじめに中学校名（例えば、

○県○市立○中学校）、学年、氏名（ふりがな）、

題名を明記する。日本語で書かれたもの限定となっ

ているほか、盗作や不適切な引用等があった場合は

審査対象外になることがある。

　通っている中学校を通じて、その地区の納税貯蓄

組合連合会に提出する。直接、その地区の納税貯蓄

組合連合会へ提出することも可能。応募締切は９月

４日となっている。

　優秀な作品には、内閣総理大臣賞をはじめ、総務

大臣賞、財務大臣賞、文部科学大臣賞などが贈られ

る。入選発表は�月初旬を予定している。

　

国

家

公

務

員

等

の

旅

費

に

関

す

る

法

律

（

旅

費

法

）

の

一

部

改

正

法

が

４

月

�

日

に

可

決

、

成

立

し

、

５

月

�

日

に

公

布

さ

れ

た

。

改

正

法

は

令

和

７

年

４

月

１

日

に

施

行

さ

れ

る

。

特

に

海

外

出

張

で

宿

泊

料

（

ホ

テ

ル

代

）

が

法

定

額

を

超

過

す

る

事

例

が

増

え

て

い

る

こ

と

等

を

踏

ま

え

て

、

宿

泊

料

を

上

限

付

き

の

実

費

支

給

と

す

る

こ

と

や

近

距

離

出

張

の

規

定

を

廃

止

し

、

交

通

費

を

実

費

支

給

す

る

こ

と

な

ど

が

柱

で

昭

和

�

年

の

制

定

以

来

の

抜

本

改

正

と

な

る

。

民

間

企

業

の

一

部

に

は

旅

費

法

の

規

定

に

準

拠

し

て

旅

費

規

程

等

を

整

備

し

て

い

る

と

こ

ろ

も

あ

り

、

こ

う

し

た

社

は

対

応

を

検

討

す

る

必

要

が

あ

る

。

　

国

税

庁

は

５

月

�

日

、

令

和

６

年

能

登

半

島

地

震

に

係

る

「

特

定

非

常

災

害

の

発

生

直

後

の

価

額

」

（

相

続

税

・

贈

与

税

関

係

）

を

求

め

る

た

め

の

「

調

整

率

」

に

つ

い

て

、

６

年

７

月

１

日

�

時

に

公

開

す

る

予

定

と

発

表

し

た

。

ま

た

、

６

年

分

の

路

線

価

図

等

も

同

日

時

に

公

開

す

る

予

定

と

し

て

い

る

。

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

で

は

、

令

和

６

年

能

登

半

島

地

震

で

被

災

し

た

会

員

を

支

援

す

る

た

め

、

全

国

の

税

理

士

会

会

員

に

呼

び

掛

け

、

義

援

金

の

募

集

を

実

施

し

て

い

た

が

、

４

月

�

日

現

在

、

寄

せ

ら

れ

た

義

援

金

は

約

１

億

５

０

０

０

万

円

に

上

っ

た

と

公

表

し

た

。

　

太

田

会

長

ら

役

員

は

こ

の

ほ

ど

、

被

災

税

理

士

会

で

あ

る

北

陸

税

理

士

会

（

瀬

戸

順

一

会

長

）

と

関

東

信

越

税

理

士

会

（

大

山

博

之

会

長

）

を

訪

問

し

、

同

会

の

役

員

ら

に

義

援

金

目

録

を

手

渡

す

と

と

も

に

、

今

後

の

支

援

施

策

に

つ

い

て

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

　

日

税

連

で

は

さ

ら

に

、

被

災

し

た

納

税

者

向

け

に

、

災

害

を

受

け

た

こ

と

に

伴

う

税

の

減

免

の

手

続

き

な

ど

を

問

い

合

わ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

窓

口

と

し

て

、

フ

リ

ー

ダ

イ

ヤ

ル

に

よ

る

電

話

相

談

を

実

施

す

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

設

置

期

間

は

６

月

�

日

か

ら

７

年

１

月

�

日

ま

で

の

火

曜

日

・

金

曜

日

（

年

末

年

始

、

祝

日

を

除

く

）

と

し

、

受

付

時

間

は

午

前

�

時

か

ら

午

後

４

時

ま

で

と

し

て

い

る

。

　

各

日

、

２

人

体

制

で

対

応

す

る

予

定

。

　

コ

ロ

ナ

禍

の

影

響

で

落

ち

込

ん

で

い

た

法

人

版

事

業

承

継

税

制

の

特

例

措

置

の

適

用

に

必

要

と

な

る

「

特

例

承

継

計

画

」

の

申

請

件

数

が

令

和

５

年

度

に

大

幅

に

増

加

し

た

こ

と

が

分

か

っ

た

。

４

年

度

に

２

６

９

１

件

だ

っ

た

同

件

数

が

、

５

年

度

は

５

３

５

７

件

と

、

ほ

ぼ

２

倍

に

ま

で

増

え

た

。

平

成

�

年

度

の

同

特

例

措

置

の

創

設

以

後

で

も

最

も

多

く

な

っ

て

お

り

（

図

参

照

）

、

今

後

の

事

業

承

継

の

増

加

と

経

営

者

の

若

返

り

に

弾

み

が

つ

く

こ

と

が

期

待

さ

れ

る

。

　

中

小

企

業

庁

が

５

月

�

日

に

公

表

し

た

「

法

人

版

事

業

承

継

税

制

（

特

例

措

置

）

活

用

事

例

」

で

判

明

し

た

。

同

庁

の

分

析

に

よ

る

と

、

令

和

２

年

の

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

の

感

染

者

数

の

拡

大

以

降

、

多

く

の

企

業

で

事

業

の

承

継

時

期

を

後

ろ

倒

し

に

す

る

傾

向

が

出

始

め

、

特

例

承

継

計

画

の

申

請

状

況

も

２

年

度

以

降

、

停

滞

ぎ

み

だ

っ

た

。

こ

れ

を

受

け

て

、

当

初

は

５

年

３

月

末

ま

で

と

さ

れ

て

い

た

特

例

承

継

計

画

の

申

請

の

都

道

府

県

に

対

す

る

提

出

期

限

が

、

４

年

度

税

制

改

正

で

６

年

３

月

末

ま

で

１

年

延

長

さ

れ

、

さ

ら

に

６

年

度

税

制

改

正

で

８

年

３

月

末

ま

で

延

長

さ

れ

た

。

　

た

だ

、

昨

年

５

月

に

新

型

コ

ロ

ナ

の

感

染

症

法

上

の

位

置

づ

け

が

、

季

節

性

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

と

同

じ

「

５

類

」

に

移

行

さ

れ

、

コ

ロ

ナ

禍

か

ら

の

回

復

が

進

む

中

で

、

同

申

請

も

徐

々

に

増

加

し

、

そ

れ

ま

で

数

年

に

わ

た

っ

て

事

業

承

継

が

滞

っ

て

い

た

こ

と

も

あ

っ

て

、

過

去

最

高

水

準

に

ま

で

申

請

を

押

し

上

げ

た

も

の

と

み

ら

れ

る

。

　

な

お

、

同

活

用

事

例

で

は

、

明

治

創

業

の

老

舗

漬

物

店

で

先

代

の

高

齢

化

に

伴

い

特

例

措

置

を

利

用

し

て

事

業

承

継

。

承

継

後

、

株

式

の

評

価

額

の

上

昇

を

気

に

す

る

こ

と

な

く

事

業

の

拡

大

に

取

り

組

み

、

Ｅ

Ｃ

（

Ｅ

コ

マ

ー

ス

）

サ

イ

ト

で

の

海

外

へ

の

販

売

や

漬

物

を

活

か

し

た

お

菓

子

の

販

売

等

の

新

規

事

業

を

実

施

し

て

Ｅ

Ｃ

サ

イ

ト

で

の

販

売

が

売

上

の

６

割

を

占

め

る

ほ

ど

に

ま

で

成

長

し

た

事

例

な

ど

こ

れ

ま

で

に

特

例

措

置

を

活

用

し

た

事

業

者

の

事

例

６

件

も

紹

介

さ

れ

て

い

る

。

　

今

回

の

改

正

は

、

国

家

公

務

員

等

の

旅

費

制

度

に

つ

い

て

、

①

旅

費

の

計

算

等

に

係

る

規

定

の

簡

素

化

、

②

旅

費

の

支

給

対

象

の

見

直

し

、

③

国

費

の

適

正

な

支

出

の

確

保

と

い

っ

た

観

点

か

ら

見

直

し

が

行

わ

れ

た

。

な

お

、

時

代

の

変

化

に

適

時

適

切

に

対

応

で

き

る

よ

う

に

詳

細

は

多

く

が

今

後

定

め

る

政

省

令

に

委

任

さ

れ

て

い

る

。

　

こ

の

詳

細

部

分

に

つ

い

て

、

国

会

で

質

問

が

行

わ

れ

、

宿

泊

料

の

上

限

の

基

準

額

に

つ

い

て

は

実

勢

価

格

を

毎

年

度

調

査

し

た

上

で

、

適

切

な

価

格

に

設

定

す

る

こ

と

を

予

定

し

て

い

る

と

同

法

を

所

管

す

る

財

務

省

か

ら

説

明

が

あ

っ

た

。

ま

た

、

「

日

当

」

に

つ

い

て

は

、

改

正

に

よ

っ

て

法

律

に

は

記

述

が

な

く

な

る

も

の

の

、

政

省

令

で

規

定

し

、

引

き

続

き

定

額

を

支

給

す

る

こ

と

を

予

定

し

て

い

る

と

し

た

。

た

だ

宿

泊

を

伴

う

出

張

に

の

み

支

給

（

日

帰

り

は

支

給

せ

ず

）

す

る

こ

と

を

予

定

し

て

い

る

と

い

う

。

　

法

改

正

に

先

立

ち

、

財

務

省

が

令

和

３

年

に

実

施

し

た

「

民

間

企

業

の

旅

費

及

び

国

内

宿

泊

料

金

に

関

す

る

実

態

調

査

」

に

よ

る

と

、

調

査

対

象

と

な

っ

た

民

間

企

業

の

う

ち

、

旅

費

法

に

準

拠

し

て

い

る

（

旅

費

法

が

改

正

さ

れ

た

場

合

に

社

の

旅

費

規

程

に

反

映

し

て

い

る

等

）

と

答

え

た

社

が

全

体

の

５

・

２

％

、

準

拠

し

て

い

な

い

が

、

参

考

に

し

て

い

る

と

回

答

し

た

社

が

同

�

％

で

、

あ

わ

せ

て

５

分

の

１

強

に

上

っ

て

い

た

。

（４）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　事業者が福利厚生の一環として、従業員や役員に対する健康管

理の目的で、従業員等が受診した人間ドックの受診費用を会社が

負担する場合における消費税の取扱いやインボイス制度の対応に

悩むケースがあるのではないでしょうか。

人間ドックの費用負担における消費税の取扱い

　従業員等に対する定期的な健康診断のほか、成人病の予防のた

め一定年齢以上の希望する従業員等を対象として実施する人間ド

ックによる検診は、雇用主に対する従業員等の健康管理の必要か

ら、従業員等に対する健康診断の実施が義務付けられていること

などから、その人間ドックの受診費用を事業者が負担する場合に、

社内規程などを設け、次のような要件を満たすものについては、

福利厚生費として事業者の経費又は損金の額として取り扱われま

す（現物給与に該当しない）ので、消費税においても課税仕入れ

に該当することとなります。

　①全ての従業員及び役員に対して実施されるもので、かつ、そ

の受診した全ての従業員等に対して一律に負担するものであるこ

と。なお、健康管理の必要等から特定の従業員等を対象とする場

合（例えば�歳以上の希望する者）は含まれますが、役員など特

定の地位にある者だけを対象とする場合は含まれません。

　②社会通念上常識的な範囲内の人間ドック費用であること。な

お、一般的に実施される２日程度の人間ドックは含まれますが、

豪華食事が提供されるなど著しく高額な受診費用となるものは含

まれません。

　③事業者が、従業員等が人間ドックを受診した医療機関等に、

その人間ドック費用を直接支払うものであること。なお、その受

診費用を従業員等が立て替えて支払う場合を含みますが、従業員

等に対して手当又は補助金等として現金で直接支給する場合は含

まれない（現物給与に該当する）こととなります。

　ちなみに、人間ドック費用は、定期的な健康診断の受診費用と

同様に、非課税である社会保険医療には該当しないことから、課

税仕入れの対象であることにご注意願います。

インボイス制度の対応

　事業者が、課税仕入れの対象となる人間ドック費用を支払った

場合には、仕入税額控除のため、その人間ドック費用を支払った

医療機関等からのインボイスが必要です。なお、個人医院などは、

登録事業者でない場合もありますので、領収書等がインボイスで

あるかどうか登録番号等の確認が必要です。

　なお、会社が負担及びその受診医療機関に支払うべき人間ドッ

ク費用を、従業員等が立て替えて支払った場合には、従業員等か

らその立替払いの領収書等（従業員等名宛ての領収書等）を立替

金精算書と共に提出を受けて保存することが、仕入税額控除の要

件となりますが、その従業員が従業員名簿等の備え付けにより確

認できる場合には、従業員等による立替金精算書の作成等は必ず

しも必要ありません。

　ここで、人間ドック費用の一部を従業員等が負担する場合、つ

まり人間ドック費用のうち一定額までを事業者が負担することと

している場合には、事業者が負担する部分の額が、仕入税額控除

の対象となります。

区分 ～令和５年分 令和６年分～

権利行使期間

株主総会の付与決議の日後２年を経過した日からその付与決議の日

後�年（設立５年未満の非上場スタートアップが付与するものにつ

いては、令和５年４月１日以後�年）を経過する日までの間

年間行使上限 １，２００万円

非上場 上場

設立５年未満 ２，４００万円 ２，４００万円

設立５年以上

�年未満

非上場 ３，６００万円 －

上場後５年未満 － ３，６００万円

上場後５年以上 － １，２００万円

設立�年以上 １，２００万円 １，２００万円

権利行使価額

１株当たりの権利行使価額は、その付与契約締結時におけるその株

式会社の株式の１株当たりの価額相当額以上であること

譲渡禁止 新株予約権については、譲渡してはならないこととされていること

保管委託等

取得した株式は

証券会社等に保

管委託等がされ

ていること

取得した株式は証券会社等に保管委託等がされて

いること（譲渡制限株式については発行会社によ

る株式の管理等がされる場合には、発行会社によ

る株式の管理がされることとの選択適用）

　

ア

ッ

キ

ー

　

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

税

制

が

改

正

さ

れ

た

と

聞

き

ま

し

た

が

、

そ

も

そ

も

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

税

制

と

は

ど

の

よ

う

な

も

の

で

す

か

。

　

ジ

ュ

ン

　

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

税

制

と

は

、

発

行

会

社

の

取

締

役

等

や

特

定

従

事

者

（

一

定

の

要

件

を

満

た

す

社

外

高

度

人

材

）

が

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

を

行

使

し

た

場

合

に

、

権

利

行

使

時

の

取

得

株

式

の

時

価

と

権

利

行

使

価

額

と

の

差

額

に

対

す

る

給

与

所

得

課

税

を

株

式

譲

渡

時

ま

で

繰

り

延

べ

、

株

式

譲

渡

時

に

譲

渡

価

額

と

権

利

行

使

価

額

と

の

差

額

を

譲

渡

益

課

税

と

す

る

制

度

で

す

。

通

常

は

、

無

償

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

を

行

使

す

る

と

、

現

預

金

と

し

て

の

利

益

を

得

て

い

な

い

権

利

行

使

時

に

給

与

所

得

と

し

て

課

税

が

発

生

し

ま

す

が

、

権

利

行

使

期

間

や

権

利

行

使

価

額

な

ど

一

定

の

要

件

を

満

た

す

税

制

適

格

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

に

該

当

す

る

場

合

に

は

、

当

該

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

を

行

使

し

て

株

式

を

取

得

し

た

日

の

給

与

所

得

課

税

は

行

わ

れ

ず

、

そ

の

株

式

を

譲

渡

し

た

日

の

属

す

る

年

分

の

株

式

譲

渡

益

と

し

て

所

得

税

の

課

税

対

象

と

な

り

ま

す

。

　

ア

ッ

キ

ー

　

ど

の

よ

う

な

点

が

改

正

さ

れ

た

の

で

す

か

。

　

ジ

ュ

ン

　

主

な

改

正

内

容

は

、

①

年

間

の

権

利

行

使

価

額

の

上

限

を

１

２

０

０

万

円

か

ら

、

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

が

発

行

し

た

も

の

に

つ

い

て

は

最

大

で

３

６

０

０

万

円

に

引

き

上

げ

、

②

株

式

保

管

委

託

要

件

に

発

行

会

社

自

身

に

よ

る

管

理

方

法

が

加

え

ら

れ

、

証

券

会

社

等

へ

の

株

式

保

管

委

託

と

の

選

択

適

用

と

す

る

、

③

社

外

高

度

人

材

の

要

件

に

つ

い

て

、

「

３

年

以

上

の

実

務

経

験

が

あ

る

こ

と

」

と

の

要

件

を

、

上

場

企

業

の

役

員

に

つ

い

て

は

「

１

年

以

上

の

実

務

経

験

が

あ

る

こ

と

」

と

し

、

国

家

資

格

を

有

す

る

者

、

博

士

の

学

位

を

有

す

る

者

及

び

高

度

専

門

職

の

在

留

資

格

を

も

っ

て

在

留

し

て

い

る

者

に

つ

い

て

は

廃

止

と

す

る

、

④

社

外

高

度

人

材

の

範

囲

に

、

教

授

及

び

准

教

授

や

上

場

企

業

の

重

要

な

使

用

人

と

し

て

１

年

以

上

の

実

務

経

験

の

あ

る

者

等

が

加

え

ら

れ

る

な

ど

で

す

。

　

ア

ッ

キ

ー

　

な

ぜ

、

見

直

さ

れ

た

の

で

す

か

。

　

ジ

ュ

ン

　

ス

ト

ッ

ク

オ

プ

シ

ョ

ン

税

制

の

利

便

性

を

向

上

さ

せ

る

こ

と

で

、

資

金

を

は

じ

め

経

営

資

源

に

乏

し

い

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

が

、

国

内

外

の

有

能

な

人

材

を

円

滑

に

獲

得

し

、

成

長

す

る

こ

と

を

後

押

し

す

る

た

め

で

す

。

　

な

お

、

主

な

税

制

適

格

要

件

や

改

正

さ

れ

た

内

容

を

図

解

す

る

と

次

の

よ

う

に

な

り

ま

す

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

実

務

に

お

い

て

は

、

毎

年

税

制

が

改

正

さ

れ

、

既

存

の

制

度

が

見

直

さ

れ

て

い

る

。

税

率

や

限

度

額

な

ど

が

年

度

に

よ

っ

て

変

わ

る

こ

と

か

ら

、

そ

の

適

用

に

当

た

っ

て

は

注

意

が

欠

か

せ

な

い

。

特

に

、

過

年

分

を

修

正

申

告

す

る

よ

う

な

場

合

、

慎

重

な

対

応

が

必

要

と

な

る

。

　

本

書

は

、

実

務

に

資

す

る

よ

う

、

相

続

税

・

贈

与

税

や

法

人

税

、

消

費

税

の

ほ

か

、

各

税

に

お

い

て

、

実

務

上

、

必

要

性

の

高

い

税

率

や

控

除

額

、

適

用

期

間

等

を

中

心

に

数

年

分

の

改

正

経

過

を

取

り

ま

と

め

て

利

便

性

を

図

っ

た

、

実

務

家

必

携

の

ハ

ン

ド

ブ

ッ

ク

。

　

税

理

士

や

経

理

担

当

者

な

ど

税

務

に

携

わ

る

多

く

の

方

に

、

税

制

改

正

の

経

過

の

推

移

が

一

覧

で

き

る

ハ

ン

ド

ブ

ッ

ク

と

し

て

、

幅

広

く

活

用

で

き

る

一

冊

。

　

令

和

６

年

度

改

正

で

は

、

隠

ぺ

い

等

の

事

実

に

基

づ

き

更

正

請

求

書

を

提

出

し

て

い

た

場

合

の

重

加

算

税

制

度

の

整

備

、

子

育

て

世

帯

等

に

対

す

る

住

宅

借

入

金

等

特

別

控

除

の

拡

充

、

賃

上

げ

促

進

税

制

の

見

直

し

な

ど

の

措

置

が

講

じ

ら

れ

た

が

、

本

書

で

は

こ

れ

ら

の

改

正

内

容

を

考

慮

し

て

取

り

ま

と

め

て

い

る

。

　

Ａ

５

判

、

１

４

４

ペ

ー

ジ

。

定

価

１

２

１

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

金

融

機

関

で

あ

る

審

査

請

求

人

が

、

原

処

分

庁

か

ら

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

に

係

る

共

通

仕

入

控

除

税

額

の

計

算

に

用

い

る

課

税

売

上

割

合

に

準

ず

る

割

合

の

適

用

承

認

を

受

け

て

い

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

、

課

税

売

上

割

合

に

準

ず

る

割

合

は

合

理

的

に

算

出

さ

れ

た

も

の

で

は

な

い

と

し

て

、

適

用

承

認

取

消

処

分

を

行

っ

た

が

、

審

判

所

は

そ

れ

を

違

法

と

し

て

原

処

分

を

取

り

消

し

た

。

　

金

融

機

関

で

あ

る

審

査

請

求

人

が

、

提

携

金

融

機

関

の

現

金

自

動

預

払

機

（

Ａ

Ｔ

Ｍ

）

の

利

用

に

お

け

る

共

通

対

応

課

税

仕

入

れ

に

係

る

仕

入

控

除

税

額

の

計

算

に

つ

い

て

、

原

処

分

庁

か

ら

消

費

税

課

税

売

上

割

合

に

準

ず

る

割

合

の

適

用

の

承

認

を

受

け

て

い

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

、

当

該

承

認

に

係

る

課

税

売

上

割

合

に

準

ず

る

割

合

は

合

理

的

に

算

出

さ

れ

た

も

の

で

は

な

い

と

し

て

、

承

認

の

取

消

処

分

を

行

っ

た

こ

と

か

ら

、

請

求

人

が

そ

の

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

本

件

準

ず

る

割

合

は

、

合

理

的

に

算

定

さ

れ

る

も

の

に

当

た

る

と

判

断

し

、

原

処

分

を

取

り

消

し

た

（

令

和

５

年

３

月

�

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

日

本

国

内

の

金

融

業

務

全

般

を

事

業

と

す

る

金

融

機

関

で

あ

る

。

顧

客

と

の

間

で

Ａ

Ｔ

Ｍ

を

利

用

し

た

取

引

を

行

う

た

め

、

Ａ

Ｔ

Ｍ

を

設

置

す

る

と

と

も

に

、

提

携

金

融

機

関

等

と

の

間

で

提

携

契

約

を

締

結

し

て

い

る

。

　

請

求

人

の

担

当

者

及

び

顧

問

税

理

士

ら

は

、

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

の

利

用

に

係

る

課

税

仕

入

れ

等

の

う

ち

共

通

対

応

課

税

仕

入

れ

で

あ

る

も

の

（

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

に

係

る

共

通

対

応

課

税

仕

入

れ

）

に

係

る

共

通

仕

入

控

除

税

額

（

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

に

係

る

共

通

仕

入

控

除

税

額

）

な

ど

の

計

算

に

課

税

売

上

割

合

に

準

ず

る

割

合

を

用

い

る

こ

と

に

つ

い

て

、

〇

〇

の

承

認

を

受

け

る

た

め

、

原

処

分

庁

所

属

の

担

当

職

員

と

の

間

で

、

請

求

人

が

用

い

よ

う

と

す

る

課

税

売

上

割

合

に

準

ず

る

割

合

の

内

容

な

ど

に

つ

い

て

の

協

議

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

〇

〇

に

対

し

、

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

に

係

る

共

通

仕

入

控

除

税

額

な

ど

の

計

算

に

課

税

売

上

割

合

に

準

ず

る

割

合

を

用

い

る

こ

と

に

つ

い

て

の

適

用

の

承

認

申

請

を

行

っ

た

。

　

承

認

申

請

は

、

支

払

手

数

料

を

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

に

係

る

共

通

対

応

課

税

仕

入

れ

に

つ

い

て

生

じ

る

具

体

的

な

費

用

と

す

る

も

の

で

あ

っ

た

。

ま

た

、

承

認

申

請

は

、

請

求

人

Ａ

Ｔ

Ｍ

、

又

は

請

求

人

Ａ

Ｔ

Ｍ

と

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

の

両

方

の

維

持

、

運

用

、

取

得

、

利

用

に

係

る

課

税

仕

入

れ

等

の

う

ち

共

通

対

応

課

税

仕

入

れ

で

あ

る

も

の

の

共

通

仕

入

控

除

税

額

の

計

算

に

用

い

よ

う

と

す

る

課

税

売

上

割

合

に

準

ず

る

割

合

に

つ

い

て

も

そ

の

内

容

と

す

る

も

の

だ

っ

た

。

そ

の

後

、

〇

〇

は

承

認

す

る

旨

の

通

知

を

し

た

。

　

原

処

分

庁

の

調

査

担

当

職

員

は

、

請

求

人

の

各

課

税

期

間

に

係

る

消

費

税

な

ど

に

つ

い

て

実

地

調

査

を

行

い

、

承

認

を

取

り

消

す

旨

の

処

分

を

行

っ

た

。

請

求

人

は

、

取

消

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

原

処

分

庁

は

、

本

件

準

ず

る

割

合

が

課

税

売

上

割

合

に

準

ず

る

割

合

と

し

て

合

理

的

に

算

出

さ

れ

る

も

の

で

な

い

こ

と

を

理

由

と

し

て

、

承

認

を

取

り

消

す

こ

と

が

で

き

る

か

否

か

。

原

処

分

庁

の

主

張

　

本

件

準

ず

る

割

合

の

計

算

方

法

の

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

に

お

け

る

課

税

取

引

件

数

に

は

受

取

手

数

料

の

生

じ

る

取

引

が

含

ま

れ

る

と

こ

ろ

、

当

該

取

引

は

、

実

質

的

に

は

恒

常

的

に

課

税

売

上

げ

を

生

じ

な

い

取

引

と

な

っ

て

い

る

た

め

、

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

に

お

け

る

課

税

取

引

件

数

に

含

め

る

べ

き

で

は

な

く

、

本

件

準

ず

る

割

合

の

計

算

方

法

に

よ

っ

て

算

定

さ

れ

る

本

件

準

ず

る

割

合

が

課

税

売

上

割

合

に

準

ず

る

割

合

と

し

て

合

理

的

に

算

定

さ

れ

る

も

の

と

は

認

め

ら

れ

な

い

。

よ

っ

て

、

消

費

税

法

施

行

令

第

�

条

第

３

項

に

規

定

す

る

「

そ

の

承

認

に

係

る

課

税

売

上

割

合

に

準

ず

る

割

合

を

用

い

て

共

通

仕

入

控

除

税

額

を

計

算

す

る

こ

と

を

不

適

当

と

す

る

特

別

の

事

情

が

生

じ

た

と

認

め

る

場

合

」

に

当

た

る

。

審

判

所

の

判

断

　

本

件

支

払

手

数

料

の

う

ち

本

件

支

払

為

替

手

数

料

や

事

務

委

託

費

の

金

額

は

、

顧

客

が

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

を

利

用

し

て

行

っ

た

請

求

人

と

の

取

引

件

数

の

総

数

に

応

じ

て

決

定

さ

れ

、

そ

の

金

額

は

当

該

取

引

件

数

の

総

数

に

比

例

す

る

も

の

で

あ

る

。

こ

の

取

引

件

数

の

総

数

は

、

顧

客

が

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

を

利

用

し

て

行

っ

た

請

求

人

と

の

課

税

資

産

の

譲

渡

等

の

件

数

と

そ

の

他

の

資

産

の

譲

渡

等

の

件

数

の

合

計

で

あ

る

か

ら

、

顧

客

が

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

を

利

用

し

て

行

っ

た

請

求

人

と

の

取

引

件

数

の

総

数

に

占

め

る

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

該

当

す

る

取

引

の

件

数

の

割

合

は

、

当

該

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

該

当

す

る

取

引

の

件

数

に

比

例

す

る

。

し

た

が

っ

て

、

本

件

支

払

為

替

手

数

料

や

事

務

委

託

費

に

係

る

消

費

税

の

金

額

に

占

め

る

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

要

し

た

も

の

の

割

合

は

、

顧

客

が

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

を

利

用

し

て

行

っ

た

請

求

人

と

の

取

引

件

数

の

総

数

に

占

め

る

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

該

当

す

る

取

引

の

件

数

の

割

合

に

比

例

す

る

。

　

　

よ

っ

て

、

顧

客

が

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

を

利

用

し

て

行

っ

た

請

求

人

と

の

取

引

件

数

の

総

数

に

占

め

る

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

該

当

す

る

取

引

の

件

数

の

割

合

は

、

本

件

支

払

手

数

料

に

係

る

消

費

税

の

金

額

に

占

め

る

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

要

し

た

も

の

の

割

合

と

比

例

す

る

こ

と

か

ら

、

当

該

割

合

は

、

本

件

支

払

手

数

料

の

内

容

及

び

性

質

に

応

じ

て

、

本

件

支

払

手

数

料

に

係

る

消

費

税

の

金

額

を

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

要

す

る

も

の

と

そ

の

他

の

資

産

の

譲

渡

等

に

要

す

る

も

の

と

に

合

理

的

に

配

分

す

る

も

の

に

当

た

る

。

　

本

件

準

ず

る

割

合

は

、

そ

の

計

算

に

用

い

ら

れ

る

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

に

お

け

る

課

税

取

引

件

数

及

び

提

携

Ａ

Ｔ

Ｍ

に

お

け

る

非

課

税

取

引

件

数

の

内

容

も

適

切

で

あ

る

か

ら

、

本

件

支

払

手

数

料

の

内

容

及

び

性

質

に

応

じ

て

、

本

件

支

払

手

数

料

に

係

る

消

費

税

の

金

額

を

課

税

資

産

の

譲

渡

等

に

要

す

る

も

の

と

そ

の

他

の

資

産

の

譲

渡

等

に

要

す

る

も

の

と

に

合

理

的

に

配

分

す

る

も

の

と

い

え

る

。

し

た

が

っ

て

、

消

費

税

法

第

�

条

第

３

項

第

１

号

「

事

業

の

種

類

又

は

当

該

事

業

に

係

る

販

売

費

、

一

般

管

理

費

そ

の

他

の

費

用

の

種

類

に

応

じ

合

理

的

に

算

定

さ

れ

る

も

の

」

に

当

た

る

こ

と

か

ら

、

原

処

分

を

取

り

消

す

。

（６）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日 　



　

今

回

か

ら

は

年

末

調

整

の

際

、

年

末

調

整

時

点

の

定

額

減

税

額

に

基

づ

き

、

年

間

の

所

得

税

額

と

の

精

算

を

行

う

年

調

減

税

事

務

に

つ

い

て

説

明

し

ま

す

。

　

年

調

減

税

事

務

は

、

①

対

象

者

の

確

認

、

②

年

調

減

税

額

の

計

算

、

③

年

調

減

税

額

の

控

除

―

―

の

手

順

で

行

い

、

そ

の

後

に

④

年

末

調

整

済

み

の

源

泉

徴

収

票

を

作

成

・

交

付

し

ま

す

。

　

原

則

と

し

て

年

末

調

整

の

対

象

と

な

る

人

が

、

年

調

減

税

事

務

の

対

象

者

と

な

り

ま

す

。

月

次

減

税

の

対

象

と

な

っ

た

人

で

も

令

和

６

年

中

の

主

た

る

給

与

の

収

入

金

額

が

２

０

０

０

万

円

を

超

え

る

人

は

、

年

末

調

整

の

対

象

と

は

な

ら

な

い

の

で

、

減

税

額

の

精

算

を

確

定

申

告

で

行

い

ま

す

。

ま

た

、

年

末

調

整

の

対

象

と

な

る

人

で

も

給

与

所

得

以

外

の

所

得

（

不

動

産

所

得

な

ど

）

を

含

め

た

合

計

所

得

金

額

が

１

８

０

５

万

円

を

超

え

る

と

見

込

ま

れ

る

人

は

、

定

額

減

税

に

設

け

ら

れ

た

所

得

制

限

に

よ

り

年

調

減

税

の

対

象

と

は

な

ら

な

い

の

で

、

年

調

減

税

額

を

控

除

し

な

い

で

年

末

調

整

を

行

う

こ

と

と

な

り

ま

す

。

　

こ

れ

ら

を

踏

ま

え

た

上

で

、

対

象

者

ご

と

の

年

調

減

税

額

の

計

算

に

当

た

っ

て

は

「

扶

養

控

除

等

申

告

書

」

「

配

偶

者

控

除

等

申

告

書

」

等

に

よ

り

、

改

め

て

年

末

調

整

を

行

う

と

き

の

現

況

で

同

一

生

計

配

偶

者

の

有

無

や

扶

養

親

族

（

い

ず

れ

も

居

住

者

に

限

る

）

の

人

数

を

確

認

し

、

納

税

者

本

人

分

３

万

円

と

、

同

一

生

計

配

偶

者

ま

た

は

扶

養

親

族

分

１

人

に

つ

き

３

万

円

と

の

合

計

額

を

求

め

ま

す

。

配

偶

者

控

除

等

申

告

書

を

提

出

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

６

年

中

の

合

計

所

得

金

額

の

見

積

額

が

１

０

０

０

万

円

超

の

給

与

所

得

者

の

同

一

生

計

配

偶

者

を

年

調

減

税

額

の

計

算

に

含

め

る

場

合

は

、

「

年

末

調

整

に

係

る

定

額

減

税

の

た

め

の

申

告

書

」

の

提

出

を

年

末

調

整

時

ま

で

に

求

め

ま

す

。

　

月

次

減

税

前

に

扶

養

控

除

等

申

告

書

に

記

載

の

な

い

�

歳

以

下

の

扶

養

親

族

と

し

て

「

源

泉

徴

収

に

係

る

定

額

減

税

の

た

め

の

申

告

書

」

の

提

出

を

受

け

た

場

合

は

、

年

末

調

整

の

際

に

扶

養

親

族

に

つ

い

て

記

載

し

た

扶

養

控

除

等

申

告

書

ま

た

は

年

末

調

整

に

係

る

申

告

書

の

提

出

を

受

け

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。

な

お

、

月

次

減

税

前

に

扶

養

控

除

等

申

告

書

（

住

民

税

に

関

す

る

事

項

を

含

む

）

に

記

載

さ

れ

て

い

た

扶

養

親

族

（

�

歳

以

下

も

含

む

）

は

、

異

動

が

な

い

限

り

、

年

末

調

整

の

際

に

新

た

に

申

告

書

の

提

出

を

受

け

る

必

要

は

あ

り

ま

せ

ん

。

終

章

　

中

国

と

の

別

離

　

１

明

ら

か

に

な

る

全

貌

　

和

田

が

帰

国

を

前

に

し

た

あ

る

日

、

北

京

に

三

浦

が

や

っ

て

き

た

。

和

田

が

日

本

へ

帰

国

す

る

こ

と

を

知

り

、

三

浦

は

来

た

の

で

あ

っ

た

。

　

縁

と

は

不

思

議

な

も

の

で

あ

る

。

三

浦

が

北

京

を

訪

れ

た

そ

の

頃

、

偶

然

に

も

、

ジ

ェ

イ

も

北

京

を

訪

れ

て

い

た

。

　

和

田

は

、

ジ

ェ

イ

が

滞

在

し

て

い

た

ホ

テ

ル

の

部

屋

を

、

三

浦

と

と

も

に

訪

ね

た

。

部

屋

に

入

る

と

、

ジ

ェ

イ

と

と

も

に

意

外

な

人

物

が

２

人

を

出

迎

え

た

。

和

田

も

三

浦

も

驚

き

、

挨

拶

の

言

葉

も

忘

れ

、

ジ

ェ

イ

に

説

明

を

求

め

る

。

ジ

ェ

イ

は

即

答

せ

ず

、

た

だ

笑

み

を

浮

か

べ

て

い

る

。

そ

の

人

物

は

、

月

亮

で

あ

っ

た

。

「

ユ

エ

リ

ャ

ン

さ

ん

、

ど

う

し

て

こ

こ

に

。

ジ

ェ

イ

さ

ん

、

お

二

人

の

関

係

は

」

　

よ

う

や

く

三

浦

が

単

発

の

言

葉

を

発

し

た

。

不

審

な

表

情

で

ジ

ェ

イ

に

問

い

か

け

る

和

田

と

三

浦

に

、

月

亮

が

微

笑

み

な

が

ら

説

明

を

始

め

た

。

「

ジ

ェ

イ

さ

ん

は

、

私

の

日

本

で

の

父

親

の

よ

う

な

存

在

で

し

た

」

　

和

田

と

三

浦

は

よ

う

や

く

合

点

し

、

少

々

安

堵

の

表

情

に

な

る

。

月

亮

が

説

明

を

続

け

た

。

「

日

本

に

留

学

し

て

い

る

間

、

ジ

ェ

イ

さ

ん

は

生

活

、

勉

学

両

面

で

親

代

わ

り

に

な

っ

て

助

け

て

く

れ

ま

し

た

。

私

だ

け

で

な

く

、

た

く

さ

ん

の

外

国

か

ら

の

留

学

生

が

お

世

話

に

な

り

ま

し

た

。

和

田

先

生

が

知

っ

て

い

る

中

央

財

経

大

学

の

馬

先

生

も

そ

の

一

人

で

す

よ

」

「

そ

う

だ

っ

た

の

で

す

か

。

知

ら

な

か

っ

た

」

　

和

田

の

反

応

に

、

三

浦

も

同

調

し

た

。

　

月

亮

と

ジ

ェ

イ

の

関

係

を

知

っ

た

三

浦

は

、

唐

突

に

根

拠

も

な

く

直

感

的

な

疑

念

、

想

像

を

働

か

せ

て

い

た

。

「

ユ

エ

リ

ャ

ン

さ

ん

、

前

に

尋

ね

た

時

に

答

え

て

い

た

だ

け

な

か

っ

た

の

で

、

も

う

一

度

聞

き

ま

す

。

重

慶

で

の

出

会

い

は

偶

然

だ

っ

た

の

で

し

ょ

う

か

」

　

三

浦

の

問

い

に

、

月

亮

は

ジ

ェ

イ

に

視

線

を

移

し

、

ジ

ェ

イ

の

確

認

を

求

め

る

そ

ぶ

り

を

す

る

。

ジ

ェ

イ

は

黙

っ

て

頷

き

、

月

亮

に

了

解

の

意

を

示

し

た

。

「

三

浦

さ

ん

、

私

が

重

慶

に

行

っ

た

の

は

偶

然

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

あ

る

方

に

重

慶

に

行

き

、

三

浦

さ

ん

た

ち

に

会

っ

て

ほ

し

い

と

頼

ま

れ

た

か

ら

で

す

」

　

三

浦

が

再

度

聞

い

た

。

「

誰

に

言

わ

れ

た

の

で

す

か

」

　

月

亮

が

再

び

ジ

ェ

イ

に

顔

を

向

け

る

。

そ

し

て

、

ジ

ェ

イ

が

話

を

引

き

取

っ

た

。

「

ユ

エ

リ

ャ

ン

に

お

願

い

し

た

の

は

、

私

で

す

。

実

は

、

東

山

さ

ん

か

ら

連

絡

を

い

た

だ

き

ま

し

た

。

『

近

々

、

重

慶

で

三

浦

さ

ん

、

新

岩

さ

ん

ら

と

密

談

を

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

ま

す

。

お

そ

ら

く

新

岩

さ

ん

は

、

脱

税

の

企

て

に

参

加

す

る

こ

と

を

求

め

て

く

る

と

思

い

ま

す

。

ど

う

し

た

ら

よ

い

で

し

ょ

う

か

』

と

。

そ

こ

で

、

馬

女

史

、

ユ

エ

リ

ャ

ン

さ

ん

に

相

談

し

た

の

で

す

。

馬

さ

ん

か

ら

、

ユ

エ

リ

ャ

ン

さ

ん

な

ら

、

今

自

由

に

動

け

る

の

で

、

重

慶

に

行

っ

て

も

ら

う

と

良

い

と

い

う

ア

ド

バ

イ

ス

を

も

ら

い

、

こ

う

い

う

流

れ

に

な

り

ま

し

た

」

　

三

浦

が

ま

だ

疑

問

点

を

残

し

た

ま

ま

、

問

い

直

し

た

。

「

重

慶

に

行

く

ま

で

は

分

り

ま

す

が

、

そ

の

後

の

動

き

ま

で

も

予

定

し

て

い

た

の

で

す

か

」

　

月

亮

が

断

片

的

に

説

明

す

る

。

　

「

大

連

や

北

京

で

お

会

い

し

た

の

は

、

予

定

外

で

す

」

　

月

亮

は

、

脱

税

ス

キ

ー

ム

の

把

握

、

密

告

の

流

れ

に

つ

い

て

は

話

す

こ

と

は

な

か

っ

た

。

　

三

浦

も

、

そ

れ

以

上

の

解

明

を

求

め

た

い

と

思

わ

な

か

っ

た

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和６年（２０２４年） 月 日　



　

鹿

児

島

県

酒

造

組

合

、

九

州

南

部

卸

酒

販

組

合

鹿

児

島

地

区

会

、

鹿

児

島

県

小

売

酒

販

組

合

連

合

会

主

催

に

よ

る

「

二

十

歳

未

満

飲

酒

防

止

・

飲

酒

運

転

撲

滅

街

頭

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

」

が

４

月

�

日

、

鹿

児

島

市

で

行

わ

れ

た

。

　

県

内

の

酒

類

業

団

体

が

一

体

と

な

っ

て

取

り

組

ん

で

い

る

も

の

で

、

平

成

�

年

か

ら

始

ま

り

今

回

で

�

回

目

。

　

当

日

は

主

催

団

体

の

組

合

員

を

は

じ

め

、

吉

田

清

鹿

児

島

税

務

署

長

や

塩

田

康

一

鹿

児

島

県

知

事

、

下

鶴

隆

央

鹿

児

島

市

長

、

同

県

警

察

本

部

な

ど

の

関

係

者

ら

約

１

０

０

人

が

出

席

し

た

。

　

ま

ず

天

文

館

公

園

で

セ

レ

モ

ニ

ー

が

あ

り

＝

写

真

、

主

催

団

体

を

代

表

し

て

同

県

小

売

酒

販

組

合

連

合

会

の

八

木

栄

壽

会

長

が

「

酒

類

の

製

造

、

販

売

に

関

わ

る

者

と

し

て

の

社

会

的

責

務

に

お

い

て

、

二

十

歳

未

満

飲

酒

防

止

と

飲

酒

運

転

撲

滅

に

向

け

た

運

動

を

実

施

す

る

」

と

宣

言

し

た

。

　

そ

の

後

、

一

行

は

繁

華

街

の

天

文

館

周

辺

を

の

ぼ

り

旗

を

掲

げ

な

が

ら

歩

き

、

知

事

や

市

長

ら

が

チ

ラ

シ

を

配

る

姿

に

多

く

の

人

が

足

を

止

め

て

い

た

。

　

福

岡

国

税

局

は

５

月

�

日

、

福

岡

市

博

多

区

の

福

岡

合

同

庁

舎

で

酒

類

業

振

興

の

一

環

と

し

て

「

焼

酎

講

習

会

」

を

開

催

し

た

。

　

本

格

焼

酎

の

主

産

地

で

あ

る

九

州

地

域

の

酒

造

り

技

術

の

向

上

支

援

を

目

的

に

開

い

た

も

の

で

、

九

州

各

地

の

酒

類

製

造

者

ら

�

人

が

参

加

し

た

ほ

か

、

�

の

製

造

所

が

オ

ン

ラ

イ

ン

で

結

ば

れ

た

。

　

ま

ず

、

鶴

崎

隆

美

同

局

酒

類

監

理

官

が

「

本

会

を

通

じ

、

海

外

へ

向

け

て

も

本

格

焼

酎

が

飛

躍

を

遂

げ

る

こ

と

を

期

待

す

る

」

と

あ

い

さ

つ

し

た

＝

写

真

。

　

講

演

会

で

は

、

独

立

行

政

法

人

酒

類

総

合

研

究

所

の

長

船

行

雄

主

任

研

究

員

が

「

貯

蔵

に

よ

り

熟

成

し

た

本

格

焼

酎

の

特

性

に

つ

い

て

」

と

題

し

、

香

り

品

質

に

寄

与

す

る

成

分

な

ど

を

解

説

。

　

続

い

て

、

倉

光

潤

一

同

局

鑑

定

官

室

長

が

「

製

麹

・

蒸

留

・

貯

蔵

と

酒

質

と

の

関

係

」

の

テ

ー

マ

で

、

自

身

が

こ

れ

ま

で

調

査

し

て

き

た

デ

ー

タ

を

も

と

に

、

酒

造

り

の

要

と

な

る

製

麹

や

蒸

留

方

法

と

酒

質

の

関

係

に

つ

い

て

話

し

た

。

　

こ

の

後

、

官

能

評

価

訓

練

も

あ

り

、

参

加

者

が

�

種

類

の

香

り

成

分

の

見

本

を

嗅

ぎ

、

そ

れ

ぞ

れ

の

評

価

付

け

を

行

っ

た

。

　

参

加

者

か

ら

は

「

今

後

の

商

品

開

発

に

役

立

つ

」

「

製

麹

工

程

の

管

理

ポ

イ

ン

ト

が

理

解

で

き

た

」

な

ど

の

感

想

が

寄

せ

ら

れ

た

。

　

東

京

・

墨

田

区

教

育

委

員

会

（

加

藤

裕

之

教

育

長

）

は

５

月

９

日

、

墨

田

区

内

の

公

立

小

中

学

校

及

び

幼

稚

園

に

勤

務

す

る

採

用

２

年

目

の

教

諭

�

人

が

対

象

の

「

２

年

次

研

修

会

」

に

お

い

て

、

「

租

税

教

室

」

の

開

催

を

企

画

し

、

墨

田

租

税

教

育

推

進

協

議

会

（

会

長

＝

加

藤

教

育

長

）

に

講

師

派

遣

を

依

頼

し

た

＝

写

真

。

　

こ

の

租

税

教

室

は

、

加

藤

教

育

長

か

ら

「

公

教

育

は

国

や

都

か

ら

の

多

く

の

税

金

で

成

り

立

っ

て

い

る

も

の

の

、

給

与

所

得

者

で

所

得

税

を

源

泉

徴

収

さ

れ

て

い

る

教

諭

た

ち

は

、

決

し

て

国

税

の

知

識

が

豊

富

で

は

な

い

。

彼

ら

が

、

自

信

を

持

っ

て

、

児

童

・

生

徒

に

税

の

知

識

を

伝

え

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

国

税

の

本

質

に

つ

い

て

研

修

し

て

い

た

だ

き

た

い

」

と

の

要

望

が

あ

り

、

同

協

議

会

の

幹

事

で

あ

る

根

本

千

代

美

本

所

税

務

署

長

が

、

国

税

関

係

者

を

講

師

派

遣

し

た

も

の

。

　

当

日

は

、

東

京

上

野

税

務

署

の

小

川

悦

子

税

務

広

報

広

聴

官

が

講

師

を

務

め

、

教

育

等

の

公

共

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

と

税

の

関

係

性

、

税

の

種

類

別

で

の

公

平

性

の

考

え

方

、

国

税

の

多

く

は

申

告

納

税

制

度

で

あ

り

国

民

の

良

心

を

前

提

と

し

て

成

り

立

っ

て

い

る

こ

と

、

そ

し

て

墨

田

区

に

お

け

る

租

税

教

育

の

取

組

等

に

つ

い

て

講

義

を

行

っ

た

。

教

師

た

ち

は

、

研

修

内

容

に

つ

い

て

メ

モ

を

取

り

、

真

剣

に

聴

講

し

て

い

た

。

　

研

修

で

は

、

税

負

担

と

社

会

保

障

の

充

実

に

つ

い

て

教

諭

同

士

が

議

論

し

、

「

子

ど

も

た

ち

の

た

め

に

、

教

育

や

福

祉

に

十

分

な

予

算

を

確

保

す

る

た

め

に

は

、

税

負

担

を

少

な

く

す

る

こ

と

は

難

し

い

」

「

公

共

サ

ー

ビ

ス

を

充

実

さ

せ

た

い

が

、

現

在

の

税

負

担

は

維

持

し

た

い

」

な

ど

、

さ

ま

ざ

ま

な

意

見

が

上

が

っ

た

。

　

終

了

後

、

参

加

し

た

教

諭

は

、

「

今

回

学

ん

だ

知

識

を

基

に

、

自

ら

の

考

え

を

含

め

自

信

を

持

っ

て

、

児

童

・

生

徒

に

税

金

の

大

切

さ

を

考

え

ら

れ

る

よ

う

、

授

業

で

伝

え

て

い

き

た

い

」

と

話

し

て

い

た

。

　

研

修

を

経

て

、

加

藤

教

育

長

は

、

「

研

修

を

今

後

も

引

き

続

き

継

続

し

て

い

き

た

い

。

墨

田

区

租

税

教

育

推

進

協

議

会

の

取

組

み

が

、

今

後

、

国

・

都

道

府

県

・

他

の

市

区

町

村

の

租

推

協

に

も

取

り

入

れ

ら

れ

る

こ

と

に

よ

り

、

我

が

国

の

租

税

教

育

の

さ

ら

な

る

充

実

に

資

す

る

こ

と

を

期

待

し

た

い

」

と

語

っ

た

。

　

公

益

社

団

法

人

名

古

屋

中

村

法

人

会

青

年

部

会

（

小

山

雅

也

部

会

長

）

は

５

月

９

日

、

企

業

見

学

会

を

開

催

し

た

。

　

当

日

は

、

「

仲

間

の

仕

事

を

見

て

み

よ

う

」

の

テ

ー

マ

の

も

と

、

仲

間

の

部

会

員

の

会

社

３

社

を

見

学

。

見

学

を

受

け

入

れ

た

各

社

で

は

、

限

ら

れ

た

時

間

の

中

で

業

務

内

容

の

紹

介

や

、

作

業

工

程

、

使

用

し

て

い

る

機

械

装

置

等

に

つ

い

て

工

夫

を

凝

ら

し

た

説

明

が

あ

っ

た

。

　

１

社

目

は

、

歴

史

を

感

じ

る

建

物

（

工

場

）

の

中

に

入

り

、

作

業

工

程

や

機

械

を

実

際

に

見

学

し

、

２

社

目

は

、

実

際

に

キ

ッ

ク

ボ

ク

シ

ン

グ

の

ミ

ッ

ト

打

ち

を

経

験

す

る

な

ど

＝

写

真

、

各

社

の

仕

事

を

体

感

で

き

る

充

実

し

た

内

容

だ

っ

た

。

　

参

加

者

は

、

「

普

段

は

見

る

こ

と

の

な

い

仲

間

の

職

場

や

働

く

姿

は

新

鮮

で

、

仕

事

へ

の

情

熱

を

熱

く

感

じ

、

仲

間

に

対

す

る

尊

敬

が

深

ま

り

ま

し

た

。

ぜ

ひ

、

も

っ

と

多

く

の

仲

間

の

仕

事

を

見

て

み

た

い

」

と

感

想

を

話

し

て

い

た

。

　

一

般

社

団

法

人

青

色

�

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

研

究

会

（

梅

原

祐

治

会

長

）

は

�

日

、

Ｋ

Ｋ

Ｒ

ホ

テ

ル

大

阪

で

第

�

回

研

究

集

会

を

開

催

す

る

。

　

当

日

は

、

財

務

省

主

税

局

税

制

第

一

課

の

坂

本

成

範

課

長

が

「

税

制

の

現

状

と

課

題

」

を

テ

ー

マ

に

記

念

講

演

を

す

る

ほ

か

、

研

修

を

次

の

内

容

で

行

う

。

【

研

修

Ⅰ

】

「

定

額

減

税

に

つ

い

て

」

（

名

古

屋

国

税

局

個

人

課

税

課

・

東

山

路

子

記

帳

専

門

官

）

【

研

修

Ⅱ

】

「

〝

イ

ン

ボ

イ

ス

と

会

員

指

導

〟

こ

れ

か

ら

の

課

題

と

対

策

に

つ

い

て

」

（

一

般

社

団

法

人

福

岡

中

央

青

色

申

告

会

・

長

野

司

事

務

局

長

、

公

益

社

団

法

人

小

田

原

青

色

申

告

会

・

高

須

健

二

事

務

局

長

）

「

〝

日

本

版

ラ

イ

ド

シ

ェ

ア

〟

に

つ

い

て

」

（

公

益

社

団

法

人

杉

並

青

色

申

告

会

・

井

関

昭

則

事

務

局

長

）

【

研

修

Ⅲ

】

「

青

色

申

告

会

の

チ

ャ

ッ

ト

Ｇ

Ｐ

Ｔ

活

用

に

つ

い

て

」

（

外

部

講

師

を

予

定

）

　

一

般

社

団

法

人

前

橋

法

人

会

（

齋

藤

一

雄

会

長

）

は

５

月

�

日

、

前

橋

商

工

会

議

所

会

館

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

、

会

員

ほ

か

約

１

８

０

人

が

出

席

し

た

。

　

総

会

で

は

、

令

和

５

年

度

事

業

報

告

・

決

算

報

告

、

役

員

一

部

改

選

案

が

審

議

の

う

え

承

認

さ

れ

た

ほ

か

、

優

良

経

理

担

当

者

や

福

利

厚

生

制

度

推

進

に

貢

献

し

た

会

員

や

推

進

員

に

対

す

る

表

彰

状

の

授

与

が

行

わ

れ

た

＝

写

真

。

　

ま

た

、

総

会

後

の

時

局

講

演

会

で

は

、

将

棋

の

藤

井

聡

太

八

冠

の

師

匠

で

あ

る

杉

本

昌

隆

八

段

を

講

師

に

「

師

匠

が

語

る

、

藤

井

聡

太

と

い

う

才

能

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

が

行

わ

れ

た

。

　

訂

正

　

５

月

�

日

号

の

東

海

納

連

の

記

事

で

、

「

山

西

局

長

」

と

あ

る

の

は

「

吉

沢

局

長

」

の

誤

り

で

し

た

。

お

詫

び

し

て

訂

正

し

ま

す

。

（８）税　の　し　る　べ令和６年（２０２４年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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